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論壇
はは
じじ
めめ
にに

平
成
１９
年
度
の
税
制
改
正

で
、
早
期
の
計
画
的
な
事
業
承

継
の
促
進
を
税
制
面
か
ら
支
援

す
る
た
め
、
オ
ー
ナ
ー
経
営
者

か
ら
後
継
者
へ
承
継
が
実
現
す

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

り
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

贈
与
者
の
年
齢
要
件
を
６０
歳
以

上
と
し
、
特
別
控
除
を
５
０
０

万
円
上
乗
せ
す
る
と
い
う
特
例

が
創
設
さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
こ
の
特
例
の
適
用
要
件

や
他
の
精
算
課
税
制
度
と
の
適

用
関
係
な
ど
を
解
説
し
、
併
せ

て
実
務
上
の
留
意
点
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

ⅠⅠ

制制
度度
のの
内内
容容

１
、
概
要

推
定
相
続
人
の
一
人
が
、
平

成
１９
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２０

年
１２
月
３１
日
ま
で
の
間
に
取
引

相
場
の
な
い
株
式
等
の
贈
与
を

受
け
る
場
合
に
は
、
次
の
要
件

を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
６０
歳

以
上
の
親
か
ら
の
贈
与
に
つ
い

て
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適

用
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、

特
別
控
除
枠
に
５
０
０
万
円
を

上
乗
せ
で
き
る
。

２
、
適
用
要
件
（
措
法
第
７０
条

の
３
の
３
①
、
③
等
）

�
受
贈
財
産
の
要
件

①
次
の
特
定
同
族
株
式
等
（
措

令
第
４０
条
の
５
の
３
①
、
措
規

第
２３
条
の
６
の
３
③
④
）

・
議
決
権
の
制
限
が
な
い
こ

と
、
当
該
株
式
に
係
る
法
人
の

株
式
の
す
べ
て
が
金
融
商
品
取

引
所
（
現
在
の
証
券
取
引
所
）

に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
株
式
な

ど②
贈
与
時
に
次
の
要
件
を
満
た

す
特
定
同
族
法
人
の
株
式
等

・
法
人
の
代
表
者
が
２
人
以
上

い
な
い
こ
と

・
清
算
中
で
な
い
こ
と

・
発
行
済
株
式
の
総
数
に
相
当

す
る
金
額
等
（
相
続
税
評
価
ベ

ー
ス
に
お
け
る
原
則
的
評
価
方

式
に
よ
る
（
措
規
第
２３
条
の
６

の
３
⑤
）
）
が
２０
億
円
未
満

・
種
類
株
式
発
行
会
社
の
場
合

に
は
、
会
社
法
第
１
０
８
条
第

１
項
第
８
号
（
い
わ
ゆ
る
黄
金

株
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

の
定
款
の
定
め
を
設
け
て
い
な

い③
１
年
間
に
贈
与
を
受
け
た
一

つ
の
法
人
の
株
式
等
の
価
額
の

合
計
額
が
５
０
０
万
円
以
上
と

な
る
も
の

�
贈
与
者
の
要
件

①
そ
の
年
の
１
月
１
日
に
お
い

て
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満

②
選
択
年
の
最
初
の
贈
与
の
直

前
に
、
特
定
同
族
法
人
の
代
表

者
で
あ
り
、
か
つ
発
行
済
株
式

の
総
数
等
の
５０
％
超
を
有
し
、

か
つ
総
株
主
等
の
議
決
権
の
５０

％
超
を
有
す
る
者

�
受
贈
者
の
要
件

①
贈
与
時
の
住
所
が
日
本
国
内

に
あ
る
こ
と
又
は
相
続
税
法
第

１
条
の
４
第
２
号
に
該
当
す
る

非
居
住
者

②
贈
与
時
に
、
贈
与
者
の
直
系

卑
属
で
あ
る
推
定
相
続
人

③
贈
与
を
受
け
た
年
の
１
月
１

日
に
お
い
て
２０
歳
以
上

④
贈
与
を
受
け
た
年
の
１２
月
３１

日
に
お
い
て
当
該
法
人
の
役
員

そ
の
他
の
地
位
（
注
１
）
を
有

す
る

⑤
確
認
日
（
注
２
）
の
翌
日
か

ら
２
ケ
月
以
内
に
確
認
書
（
注

３
）
を
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見

込
ま
れ
る

⑥
確
認
日
に
お
い
て
、
次
の
要

件
の
す
べ
て
を
満
た
し
、
か
つ

当
該
法
人
が
清
算
中
で
な
く
、

か
つ
代
表
者
が
２
人
以
上
い
な

い・
特
定
同
族
法
人
の
代
表
者

・
特
定
同
族
法
人
の
発
行
済
株

式
の
総
数
等
の
５０
％
超
を
有

し
、
総
株
主
等
の
議
決
権
の
５０

％
超
を
有
す
る

（
注
１
）
法
人
税
法
第
２
条
１５

号
に
規
定
す
る
役
員
（
清
算
人

を
除
く
。）に
係
る
地
位
を
い
う
。

（
注
２
）
確
認
日
と
は
、
原
則

選
択
年
の
翌
年
３
月
１５
日
か
ら

４
年
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。

（
注
３
）
確
認
書
と
は
、
確
認

日
に
受
贈
者
が
上
記
⑥
の
要
件

を
満
た
し
、
か
つ
、
黄
金
株
に

関
す
る
定
款
の
定
め
を
設
け
て

い
な
い
こ
と
に
つ
き
、
特
定
同

族
法
人
の
本
店
の
所
轄
経
済
産

業
局
長
が
確
認
、
証
明
し
た
書

類
を
い
う
。

３
、
特
別
控
除
額

特
別
控
除
額
は
５
０
０
万
円

で
あ
る
（
措
法
第
７０
条
の
３
の

４
①
）
。
相
続
時
精
算
課
税
の

特
別
控
除
額
の
２
５
０
０
万
円

も
適
用
で
き
る
。

４
、
申
告
要
件
等

こ
の
特
例
は
、
贈
与
税
の
申

告
書
に
所
定
の
書
類
を
添
付
し

た
場
合
に
限
り
適
用
さ
れ
る

（
措
法
第
７０
条
の
３
の
３
⑩
、

第
７０
条

の
３
の
４
⑥
）
。
期

限

後
申
告
又
は
修
正
申
告
で
は
適

用
が
な
い
（
措
通
第
７０
条
の
３

の
３
―
６
）
。

ま
た
、
こ
の
特
例
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
受
贈
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
特
定
同
族
株
式
等

の
贈
与
を
し
た
者
の
推
定
相
続

人
の
す
べ
て
（
行
方
不
明
者
を

除
く
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
措
令
４０
の
５
の
３

⑤
、
４０
の
５
の
４
③
）
。

５
、
そ
の
後
の
適
用
関
係

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
者
は
、
相
続
税

法
に
規
定
す
る
相
続
時
精
算
課

税
適
用
者
と
、
贈
与
を
し
た
者

は
、
同
法
に
規
定
す
る
特
定
贈

与
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
（
措
法
第
７０
条
の

３
の
３
②
）
。
し
た
が
っ
て
、
両

者
間
で
行
わ
れ
る
以
後
の
贈
与

に
つ
い
て
は
、
贈
与
者
が
６５
歳

ま
で
に
達
す
る
ま
で
の
贈
与
で

あ
っ
て
も
精
算
課
税
制
度
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
（
措

通
第
７０
条
の
３
の
３
―
２
）
。

ま
た
、
確
認
書
に
記
載
さ
れ

た
事
項
と
相
違
す
る
事
実
が
判

明
し
た
と
き
な
ど
に
は
、
精
算

課
税
選
択
届
出
書
の
提
出
は
な

か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
同

日
ま
で
に
通
常
の
暦
年
課
税
の

贈
与
税
に
よ
る
修
正
申
告
書
の

提
出
及
び
納
付
す
べ
き
税
額
の

納
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
措
法
第
７０
条
の
３
の
３
⑤
、
第

７０
条

の
３
の
４
③
）
。
こ

の

場

合
の
精
算
課
税
制
度
の
復
活
適

用
に
つ
い
て
規
定
が
用
意
し
て

あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
（
措

法
第
７０
条
の
３
の
３
⑥
、
⑦
）
。

ⅡⅡ

他他
のの
特特
例例
とと
のの
併併
用用
のの
可可
否否

１
、
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与

の
特
例
と
の
併
用

措
置
法
通
達
で
、
住
宅
取
得

等
資
金
に
つ
い
て
措
置
法
第
７０

条
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け

て
い
る
場
合
に
は
、
特
定
同
族

株
式
等
に
つ
い
て
措
置
法
第
７０

条
の
３
の
３
の
規
定
の
適
用
は

受
け
ら
れ
な
い
（
措
通
第
７０
条

の
３
の
３
―
１
）
と
あ
る
が
、

も
う
す
で
に
住
宅
取
得
等
資
金

の
贈
与
の
特
例
を
受
け
、
受
贈

者
は
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者

と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
措
法
第

７０
条
の
３
①
、
②
）
の
で
、
あ

ら
た
め
て
措
置
法
第
７０
条
の
３

の
３
の
適
用
を
受
け
る
ま
で
も

な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

５
０
０
万
円
の
特
別
控
除
の
上

乗
せ
を
規
定
す
る
措
置
法
第
７０

条
の
３
の
４
の
規
定
は
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
（
措
法
第
７０
条

の
３
の
４
①
一
か
っ
こ
書
き
、

措
通
第
７０
条
の
３
の
４
―
２
）
。

２
、
小
規
模
宅
地
・
特
定
事
業

用
資
産
の
評
価
減
と
の
併
用

被
相
続
人
か
ら
相
続
又
は
遺

贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
い

ず
れ
か
の
者
が
、
そ
の
被
相
続

人
か
ら
生
前
の
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
財
産
に
つ
い
て
上
記
の

特
例
の
適
用
を
受
け
、
又
は
受

け
て
い
る
場
合
に
は
、
小
規
模

宅
地
の
評
価
減
（
措
通
第
６９
条

の
４
―
２８
）
、
特
定
事
業
用
資

産
の
評
価
減
（
措
通
第
６９
条
の

５
―
３２
の
２
）
の
特
例
は
適
用

で
き
な
い
。

こ
こ
で
、
そ
の
根
拠
の
条
文

を
見
る
と
、
措
置
法
第
６９
条
の

４
⑤
で
は
、「
第
１
項
の
規
定

は
、
同
項
の
相
続
に
係
る
被
相

続
人
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
財
産
を
取
得
し
た
者
が
第
７０

条
の
３
の
３
第
１
項
又
は
第
７０

条
の
３
の
４
第
１
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
、
又
は
受
け
て
い

る

場

合

に

は
、
適

用

し

な

い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
適
用
が
で
き
な
い
者
は
、

第
７０
条
の
３
の
３
を
受
け
た
者

だ
け
な
の
か
、
相
続
人
全
員
な

の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

『
改
正
税
法
の
す
べ
て
』
で

は
、「
特

例
（
第
７０
条

の
３
の
３

又
は
第
７０
の
３
の
４
の
規
定
）

の
適
用
を
受
け
た
者
は
、
中
小

企
業
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
で
あ

る
親
か
ら
の
特
定
同
族
株
式
等

の
贈
与
を
受
け
て
既
に
事
業
承

継
を
実
現
し
て
い
る
者
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
仮
に
、
こ
の
よ
う

な
納
税
者
に
つ
い
て
、
本
特
例

の
適
用
に
加
え
て
事
業
承
継
時

の
負
担
を
軽
減
す
る
相
続
税
の

課
税
価
格
の
計
算
の
特
例
（
措

法

第
６９
条

の
４
、
第
６９
条

の

５
）
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
他
の
財
産
を
相
続
し

た
者
と
負
担
の
公
平
を
著
し
く

損
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
を
読
む
と
、
第
７０
条
の

３
の
３
又
は
第
７０
条
の
３
の
４

の
適
用
を
受
け
た
者
以
外
に
つ

い
て
は
、
小
規
模
宅
地
の
評
価

減
の
特
例
を
適
用
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
相

続
税
は
取
得
者
課
税
で
あ
り
、

他
の
相
続
人
が
あ
る
特
例
を
受

け
た
か
ら
と
い
っ
て
相
続
時
の

特
例
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
が
あ
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
他
の
推
定
相
続
人
の
同
意

を
得
る
必
要
が
あ
る
と
は
い

え
、
行
方
不
明
者
は
除
く
と
さ

れ
、
そ
の
行
方
不
明
者
が
相
続

時
に
異
議
を
唱
え
た
ら
ど
う
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
い
に
疑

問
が
残
る
法
解
釈
で
あ
る
。

特
定
事
業
用
資
産
の
評
価
減

と
の
併
用
不
可
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
（
措
法
第
６９
条
の
５

⑥
二
、
三
）
。

おお
わわ
りり
にに

税
理
士
と
し
て
こ
の
特
例
に

携
わ
る
際
に
は
、
他
の
推
定
相

続
人
に
対
し
て
、
贈
与
者
の
相

続
時
に
小
規
模
宅
地
・
特
定
事

業
用
資
産
の
評
価
減
と
の
併
用

が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
十
分

に
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
受
贈
者
自
身
に
も
、
こ

の
特
定
同
族
株
式
等
の
特
例
を

適
用
す
る
と
、
以
後
そ
の
贈
与

者
か
ら
贈
与
に
つ
い
て
は
相
続

時
精
算
課
税
制
度
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
精
算

課
税
の
得
失
な
ど
を
十
分
に
理

解
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
、

慎
重
に
対
処
し
た
い
。

特
定
同
族
株
式
等
に
係
る
相
続
時
精
算
課
税
の
特
例
と

実
務
上
の
留
意
点

松岡 章夫
【神田】
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